
１０．貴重品の管理について 
 

貴重品は、団体の責任で管理を行ってください。指導者室には金庫を、Ａ棟玄関には返却式のコインロッ

カーを設置しておりますのでご活用ください。なお、事務所で貴重品を預かることは致しませんのでご了承くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第 4 指導者室は、押し入れの中に設置してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 指導者室は、部屋の中央にある棚の最下段に設置してあります。 

 

 

注意事項 

 ・指導者室の金庫に置いて、盗難等金庫内の保管物に異常が生じた場合は、当施設はその損害につい

て一切の責任を負いません。 

 ・鍵紛失等で、施設職員による開錠が必要な時は、8 時 30 分～17 時 15 分の間で対応します。その際は

身分証明証の掲示、金庫内保管物の内容確認、金庫開錠時の複数人の立ち合いが必要になります。 


